
日 本 標 準 産 業 分 類 第 １３ 回 改 定 案 （Ｉ－卸売業，小売業）

改 定 理 由

この大分類には，原則として，有体的商品を購入して販売する事業所が分類さ
れる。
なお，販売業務に附随して行う軽度の加工（簡易包装，洗浄，選別等），取付修
理は本分類に含まれる。
卸売業
1. 卸売業とは，主として次の業務を行う事業所をいう。
(1) 小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの。
(2) 建設業，製造業，運輸業，飲食店，宿泊業，病院，学校，官公庁等の産業用
使用者に商品を大量又は多額に販売するもの。
(3) 主として業務用に使用される商品｛事務用機械及び家具，病院，美容院，レ
ストラン，ホテルなどの設備，産業用機械（農業用器具を除く）など｝を販売する
もの。
(4) 製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所（主として
統括的管理的事務を行っている事業所を除く）
(5) 他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い，又は仲立人として商品
の売買のあっせんをするもの。
2. 事業所の業態による分類
本分類に含まれる事業所の主な業態は次のとおりである。
(1) 卸売業（卸売商，産業用大口配給業，卸売を主とする商事会社，買継商，仲
買人，農産物集荷業，製造業の会社の販売事務所，貿易商など）
(2) 製造問屋（自らは製造を行わないで，自己の所有に属する原材料を下請工
場などに支給して製品をつくらせ，これを自己の名称で卸売するもの）
(3) 代理商，仲立業（エイジェント，ブローカー，コミッションマーチャント）
 卸売業は，主として商品の仕入販売などの業務を行う事業所であるが、細分類
5598 に掲げる代理商，仲立業は主として手数料を得て他の事業所のために商
品の売買の代理又は仲立を行うものである。このような事業所は商品の所有権
を持たず，また，価格の設定，商品の保管，輸送などの業務を一般に行わない
ものである。
3. 業務の種類による分類
卸売業（5598-代理商、仲立業を除く）は，販売される主要商品によって業種別
に分類される。
（注）製造小売（小売業2.(2)参照）に対して製造卸という言葉が一般に使用され
ているが，これは製造業者の卸売をいうのであるから，ここでいう仕入卸とは厳
格に区分されなければならない。

改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
大分類 I－卸売業、小売業

総 説

参考３
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １３ 回 改 定 案 （Ｉ－卸売業，小売業）

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）

生産技術・生産過程の類似性を表す商品の仕入・
販売の流通経路、店舗設備構造のあり方の観点か
ら、様々な商品を販売する非専門店と商品別の専
門店とを切り分けることとした。国際分類との比較可
能性を高めることとなり、主要業態が小分類（３桁）
になることにより、実態把握が改善することとなる。

小売業
1. 小売業とは，主として次の業務を行う事業所をいう。
(1) 個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの
(2) 建設業、農林水産業（法人組織）、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、
学校、官公庁等の産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの
小売業は専門店と衣,食,住にわたる販売を行う非専門店に区分される。専門店
は普通その取り扱う主要商品によって分類される場合と，洋品雑貨店，小間物
店，荒物店などのように通常の呼称によって分類される場合とがある。
2. 次に掲げるものは小売業として分類されるので注意しなければならない。
(1) 商品を販売し，かつ，同種商品の修理を行う事業所は大分類Ｉ－卸売業，小
売業に分類される。
なお，修理を専業としている事業所は大分類Ｒ－サービス業（他に分類されない
もの）［89，90］に分類される。修理のために部分品などを取替えても販売とはみ
なさない。
(2) 製造小売業
製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小
売業（菓子屋，パン屋などにこの例が多い）は製造業とせず，小売業に分類され
る。なお，製品を製造する事業所が店舗を持たず通信販売により小売している
場合は，大分類Ｅ－製造業に分類される。
(3) ガソリンスタンドは小売業に分類される。
(4) 行商，旅商，露天商など
これらは一定の事業所を持たないもの，また，恒久的な事業所を持たないもの
が多いが，その業務の性格上小売業に分類される。
(5) 官公庁，会社，工場，団体，劇場，遊園地などの中にある売店で当該事業所
の経営に係るものはその事業所に含めるが，その売店が当該事業所以外のも
のによって経営される場合には別の独立した事業所として小売業に分類され
る。

小売業
1. 小売業とは，主として次の業務を行う事業所をいう。
(1) 個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの
(2) 建設業、農林水産業（法人組織）、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、
学校、官公庁等の産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの
小売業は普通その取り扱う主要商品によって分類される場合と，洋品雑貨店，
小間物店，荒物店などのように通常の呼称によって分類される場合とがある。
2. 次に掲げるものは小売業として分類されるので注意しなければならない。
(1) 商品を販売し，かつ，同種商品の修理を行う事業所は大分類Ｉ－卸売業，小
売業に分類される。
なお，修理を専業としている事業所は大分類Ｒ－サービス業（他に分類されない
もの）［89，90］に分類される。修理のために部分品などを取替えても販売とはみ
なさない。
(2) 製造小売業
製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小
売業（菓子屋，パン屋などにこの例が多い）は製造業とせず，小売業に分類され
る。なお，製品を製造する事業所が店舗を持たず通信販売により小売している
場合は，大分類Ｅ－製造業に分類される。
(3) ガソリンスタンドは小売業に分類される。
(4) 行商，旅商，露天商など
これらは一定の事業所を持たないもの，また，恒久的な事業所を持たないもの
が多いが，その業務の性格上小売業に分類される。
(5) 官公庁，会社，工場，団体，劇場，遊園地などの中にある売店で当該事業所
の経営に係るものはその事業所に含めるが，その売店が当該事業所以外のも
のによって経営される場合には別の独立した事業所として小売業に分類され
る。
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １３ 回 改 定 案 （Ｉ－卸売業，小売業）

改 定 理 由

販売の流通経路、店舗設備構造のあり方から、様々な商品
を販売する非専門店と商品別の専門店とを切り分けることと
し、国際分類との比較可能性を高めることとした。また、主要
業態が小分類（３桁）になることにより、実態把握が改善する
ことが期待できる。

小分類
番号

細分類
番号

小分類
番号

細分類
番号

561 百貨店，総合スーパー 561 百貨店，総合スーパー

5611 百貨店，総合スーパー
衣，食，住にわたる各種の商品を小売する事業所で，そ

の事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが
判別できない事業所であって，従業者が常時50人以上の
ものをいう。

ただし，従業者が常時50人以上であっても衣，食，住に
わたらない事業所は主たる販売商品によって分類する。
○百貨店・デパートメントストア（従業者が常時50人以上
のもの）；総合スーパー（従業者が常時50人以上のもの）

5611 百貨店，総合スーパー
衣，食，住にわたる各種の商品を小売する事業所で，そ

の事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが
判別できない事業所であって，従業者が常時50人以上の
ものをいう。

ただし，従業者が常時50人以上であっても衣，食，住に
わたらない事業所は主たる販売商品によって分類する。
○百貨店・デパートメントストア（従業者が常時50人以上
のもの）；総合スーパー（従業者が常時50人以上のもの）

562 5621 コンビニエンスストア

終日又は長時間営業を行って,飲食料品を中心にして各
種最寄り品を小売する事業所で，金融,行政サービス等
の各種サービスを一定割合提供し，コンビニエンスストア
等という通常の呼称をもって分類されるものをいう。
○コンビニエンスストア
×ミニスーパー（衣・食・住にわたって小売するもの）
［5699］；よろず屋（衣・食・住にわたって小売するもの）
［5699］

独自性を持つコンビニエンスストア業態を「58飲食料品小売
業・その他の飲食料品小売業」から非専門店の区分に移動
し、生産技術・生産過程の類似性の確保改善、実態把握が
改善することが期待できる。

この中分類には，衣，食，住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売す
る事業所が分類される。

この事業所は，百貨店，デパートメントストア,総合スーパー,スーパー,コンビニエ
ンスストア,ドラッグストア,ホームセンターなどと呼ばれるものにその例が多い。

この中分類には，衣，食，住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売す
る事業所が分類される。

この事業所は，その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できないも
のであって，百貨店，デパートメントストアなどと呼ばれるものにその例が多い。

改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類５６－各種商品小売業 中分類５６－各種商品小売業

総 説 総 説
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １３ 回 改 定 案 （Ｉ－卸売業，小売業）

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
563 5631 ドラッグストア

医薬品，化粧品を中心にして家庭用品，加工食品など
の各種最寄り品を小売する事業所であり,ドラッグストア等
という通常の呼称をもって分類されるものをいう。
○ドラッグストア
×薬局（一般用医薬品を主として対面販売により小売す
るもの）［6031］；薬局（調剤を主とするもの）［6032］

独自性を持つドラッグストア業態を「60その他の小売業・その
他の医薬品・化粧品小売業」から非専門店の区分に移動し、
生産技術・生産過程の類似性の確保改善、実態把握が改善
することが期待できる。

564 5641 ホームセンター

主として住まいの手入れ改善にかかる商品を中心に，
家庭用品，園芸用品，電気機械器具，家具・収納用品，
建築材料などの住関連商品、飲食料品や日用品を総合
的，系統的に品揃えし，小売りする事業所で，ホームセン
ター等という通常の呼称をもって分類されるものをいう。
○ホームセンター
×ワンプライスショップ（販売する商品によって分類され
る）［6091を除く56～60］；ディスカウントショップ（販売する
商品によって分類される）［6091を除く56～60］；ドラッグス
トア［5631］；コンビニエンスストア［5621］

独自性を持つホームセンター業態を「60その他の小売業・他
に分類されない小売業」から非専門店の区分に移動し、生産
技術・生産過程の類似性の確保改善、実態把握が改善する
ことが期待できる。

569 5699 その他の各種商品小売業 569 その他の各種商品小売業（従業者が常時50人未満のも
の）

衣，食，住にわたる各種の商品を小売する事業所で，
上記に分類できないものをいう。

○百貨店・デパートメントストア・スーパー等と称している
が通常の呼称において分類しがたいもの；ミニスーパー
（衣，食，住にわたって小売するもの）；よろず屋（衣，食，
住にわたって小売するもの）

5699 その他の各種商品小売業（従業者が常時50人未満のも
の）

衣，食，住にわたる各種の商品を小売する事業所で，そ
の事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが
判別できない事業所であって，従業者が常時50人未満の
ものをいう。

ただし，従業者が常時50人未満であっても衣，食，住に
わたらない事業所は主たる販売商品によって分類する。
○百貨店・デパートメントストア（従業者が常時50人未満
のもの）；ミニスーパー（衣，食，住にわたって小売するも
の）；よろず屋（衣，食，住にわたって小売するもの）

生産技術・生産過程の類似性の観点からふさわしくない規模
の概念を削除することによるもの。
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １３ 回 改 定 案 （Ｉ－卸売業，小売業）

改 定 理 由

小分類
番号

細分類
番号

小分類
番号

細分類
番号

589 その他の飲食料品小売業 589 その他の飲食料品小売業

（56へ移動） 5891 コンビニエンスストア（飲食料品を中心とするものに限る）
主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサー

ビス方式で小売する事業所で，店舗規模が小さく，終日又
は長時間営業を行う事業所をいう。
○コンビニエンスストア
×ミニスーパー（衣・食・住にわたって小売するもの）
［5699］；よろず屋（衣・食・住にわたって小売するもの）
［5699］

5891 牛乳小売業
主として牛乳を小売する事業所をいう。

○牛乳小売業；牛乳スタンド
×乳酸菌飲料小売業［5892］；乳製品小売業（ヨーグルト，
バター，チーズなど）［5899］；アイスクリーム小売業［5861，
5862］

5892 牛乳小売業
主として牛乳を小売する事業所をいう。

○牛乳小売業；牛乳スタンド
×乳酸菌飲料小売業［5893］；乳製品小売業（ヨーグルト，
バター，チーズなど）［5899］；アイスクリーム小売業［5861，
5862］

細分類番号変更のため

5892 飲料小売業（別掲を除く）
主として酒類及び牛乳以外の各種の飲料を小売する事

業所をいう。
○清涼飲料小売業；果汁飲料小売業；ミネラルウォータ小
売業；乳酸菌飲料小売業；茶類飲料小売業
×牛乳小売業［5891］；牛乳スタンド［5891］；乳製品小売業
（ヨーグルト，バター，チーズなど）［5899］；アイスクリーム小
売業［5861，5862］；茶小売業［5893］；酒屋［5851］

5893 飲料小売業（別掲を除く）
主として酒類及び牛乳以外の各種の飲料を小売する事業

所をいう。
○清涼飲料小売業；果汁飲料小売業；ミネラルウォータ小
売業；乳酸菌飲料小売業；茶類飲料小売業
×牛乳小売業［5892］；牛乳スタンド［5892］；乳製品小売業
（ヨーグルト，バター，チーズなど）［5899］；アイスクリーム小
売業［5861，5862］；茶小売業［5894］；酒屋［5851］

細分類番号変更のため

5893 茶類小売業
主として各種の茶（緑茶，紅茶など）及び類似品（ココア，

コーヒーなど）を小売する事業所をいう。
○茶小売業；こぶ茶小売業；コーヒー小売業；ココア小売
業；豆茶小売業；麦茶小売業；紅茶小売業
×清涼飲料小売業［5892］：茶類飲料小売業［5892］

5894 茶類小売業
主として各種の茶（緑茶，紅茶など）及び類似品（ココア，

コーヒーなど）を小売する事業所をいう。
○茶小売業；こぶ茶小売業；コーヒー小売業；ココア小売
業；豆茶小売業；麦茶小売業；紅茶小売業
×清涼飲料小売業［5893］：茶類飲料小売業［5893］

細分類番号変更のため

  この中分類には，主として飲食料品を小売する事業所が分類される。
ただし，客の注文によって調理をし提供（持ち帰り又は配達）する事業所，仕出

屋，ケータリングサービスなどの飲食サービスを提供する事業所は大分類Ｍ－宿泊
業，飲食サービス業（中分類77－持ち帰り・配達飲食サービス業）に分類される。

改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類５８－飲食料品小売業 中分類５８－飲食料品小売業

総 説 総 説
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １３ 回 改 定 案 （Ｉ－卸売業，小売業）

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
5894 料理品小売業

主として各種の料理品（折詰料理，そう菜など）を小売す
る事業所をいう。

ただし，客の注文によって調理をし提供（持ち帰り又は配
達）する事業所は，大分類Ｍ－宿泊業，飲食サービス業
（中分類77－持ち帰り・配達飲食サービス業）に分類され
る。
○そう（惣）菜屋；折詰小売業；揚物小売業；駅弁売店；調理
パン小売業（サンドイッチ，ハンバ－ガ－など他から仕入れ
たもの又は作り置きのもの）；おにぎり小売業；すし小売業
（他から仕入れたもの又は作り置きのもの）；煮豆小売業；
ハンバーガー店（他から仕入れたもの又は作り置きのも
の）；持ち帰り弁当屋（他から仕入れたもの又は作り置きの
もの）；ピザ小売業（他から仕入れたもの又は作り置きのも
の）
×飲食店［76］；すし店（客の注文によって調理するもの）
［7641］；ハンバーガー店（客の注文によって調理するもの）
［7691］；持ち帰り弁当屋（客の注文によって調理するもの）
［7711］；ピザ小売業（客の注文によって調理するもの）
［77］；仕出し料理・弁当屋［7721］；ケータリングサービス
［7721］；給食センター［7721］

5895 料理品小売業
主として各種の料理品（折詰料理，そう菜など）を小売す

る事業所をいう。
ただし，客の注文によって調理をし提供（持ち帰り又は配

達）する事業所は，大分類Ｍ－宿泊業，飲食サービス業
（中分類77－持ち帰り・配達飲食サービス業）に分類され
る。
○そう（惣）菜屋；折詰小売業；揚物小売業；駅弁売店；調理
パン小売業（サンドイッチ，ハンバ－ガ－など他から仕入れ
たもの又は作り置きのもの）；おにぎり小売業；すし小売業
（他から仕入れたもの又は作り置きのもの）；煮豆小売業；
ハンバーガー店（他から仕入れたもの又は作り置きのも
の）；持ち帰り弁当屋（他から仕入れたもの又は作り置きの
もの）；ピザ小売業（他から仕入れたもの又は作り置きのも
の）
×飲食店［76］；すし店（客の注文によって調理するもの）
［7641］；ハンバーガー店（客の注文によって調理するもの）
［7691］；持ち帰り弁当屋（客の注文によって調理するもの）
［7711］；ピザ小売業（客の注文によって調理するもの）
［77］；仕出し料理・弁当屋［7721］；ケータリングサービス
［7721］；給食センター［7721］

細分類番号変更のため

5895 米穀類小売業
主として米麦，雑穀及び豆類を小売する事業所をいう。

○米麦小売業；雑穀小売業；豆類小売業

5896 米穀類小売業
主として米麦，雑穀及び豆類を小売する事業所をいう。

○米麦小売業；雑穀小売業；豆類小売業 細分類番号変更のため

5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
主として豆腐，こんにゃく，納豆，漬物，かまぼこ，ちくわな

どの加工食品を小売する事業所をいう。
○豆腐小売業；こんにゃく小売業；納豆小売業；つくだ煮小
売業；漬物小売業；たい味そ小売業；ちくわ小売業；おでん
材料小売業
×煮豆小売業［5894］；こうや（高野）豆腐小売業［5897］

5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
主として豆腐，こんにゃく，納豆，漬物，かまぼこ，ちくわな

どの加工食品を小売する事業所をいう。
○豆腐小売業；こんにゃく小売業；納豆小売業；つくだ煮小
売業；漬物小売業；たい味そ小売業；ちくわ小売業；おでん
材料小売業
×煮豆小売業［5895］；こうや（高野）豆腐小売業［5898］

細分類番号変更のため

5897 乾物小売業
主として水産物及び農産物の乾物を小売する事業所をい

う。
○乾物屋；干魚小売業；干ぴょう小売業；ふ（麩）小売業；乾
燥野菜小売業；乾燥果実小売業；こうや（高野）豆腐小売
業；干しのり小売業；くん製品小売業；海藻小売業（乾燥し
たもの）

5898 乾物小売業
主として水産物及び農産物の乾物を小売する事業所をい

う。
○乾物屋；干魚小売業；干ぴょう小売業；ふ（麩）小売業；乾
燥野菜小売業；乾燥果実小売業；こうや（高野）豆腐小売
業；干しのり小売業；くん製品小売業；海藻小売業（乾燥した
もの）

細分類番号変更のため

5899 他に分類されない飲食料品小売業
主として他に分類されない飲食料品を小売する事業所を

いう。
○氷小売業；乾めん類小売業；インスタントラーメン小売業；
缶詰小売業；乳製品小売業（ヨーグルト，バター，チーズな
ど）；調味料小売業（塩，味そ，しょう油，食酢，ソース，砂
糖，食用油脂，香辛料，七味とうがらしなど）

5899 他に分類されない飲食料品小売業
主として他に分類されない飲食料品を小売する事業所を

いう。
○氷小売業；乾めん類小売業；インスタントラーメン小売業；
缶詰小売業；乳製品小売業（ヨーグルト，バター，チーズな
ど）；調味料小売業（塩，味そ，しょう油，食酢，ソース，砂
糖，食用油脂，香辛料，七味とうがらしなど）
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １３ 回 改 定 案 （Ｉ－卸売業，小売業）

改 定 理 由

小分類
番号

細分類
番号

小分類
番号

細分類
番号

603 医薬品・化粧品小売業 603 医薬品・化粧品小売業

（56へ移動） 6031 ドラッグストア
主として医薬品，化粧品を中心とした健康及び美容

に関する各種の商品を中心として，家庭用品，加工食
品などの最寄り品をセルフサービス方式によって小売
する事業所をいう。
○ドラッグストア
×薬局（一般用医薬品を主として対面販売により小売
するもの）［6032］；薬局（調剤を主とするもの）［6033］

6031 医薬品小売業（調剤薬局を除く）
主として一般用医薬品及び医療用品を小売する事業

所をいう。
○薬局（一般用医薬品の小売を主とするもの）；薬店；
漢方薬小売業；生薬小売業；薬種小売業

6032 医薬品小売業（調剤薬局を除く）
主として一般用医薬品及び医療用品を小売する事業

所をいう。
○薬局（一般用医薬品の小売を主とするもの）；薬店；
漢方薬小売業；生薬小売業；薬種小売業

細分類番号変更のため

6032 調剤薬局
主として医師の処方せんに基づき医療用医薬品を調

剤し，販売又は授与する事業所をいう。
○薬局（調剤を主とするもの）；調剤薬局；ファーマシー
（調剤を主とするもの）
×薬局（一般用医薬品の小売を主とするもの）［6031］；
薬店［6031］

6033 調剤薬局
主として医師の処方せんに基づき医療用医薬品を調

剤し，販売又は授与する事業所をいう。
○薬局（調剤を主とするもの）；調剤薬局；ファーマシー
（調剤を主とするもの）
×薬局（一般用医薬品の小売を主とするもの）［6032］；
薬店［6032］

細分類番号変更のため

6033 化粧品小売業
主として化粧品を小売する事業所をいう。

○化粧品店；香水小売業；香油小売業；おしろい小売
業；整髪料小売業；石けん小売業（化粧，洗顔，薬用の
もの）；歯磨小売業；シャンプー小売業；白髪染小売業
×化粧道具小売業［5793］；合成洗剤小売業［6099］

6034 化粧品小売業
主として化粧品を小売する事業所をいう。

○化粧品店；香水小売業；香油小売業；おしろい小売
業；整髪料小売業；石けん小売業（化粧，洗顔，薬用の
もの）；歯磨小売業；シャンプー小売業；白髪染小売業
×化粧道具小売業［5793］；合成洗剤小売業［6099］

細分類番号変更のため

この中分類には，主として家具，じゅう器，医療品，化粧品，農耕用品，燃料，
書籍，文房具，時計，楽器，たばこ，中古品などの他に分類されない商品を小
売する事業所が分類される。

改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
中分類６０－その他の小売業 中分類６０－その他の小売業

総 説 総 説
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １３ 回 改 定 案 （Ｉ－卸売業，小売業）

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
609 他に分類されない小売業 609 他に分類されない小売業

（56へ移動） 6091 ホームセンター
主として住まいの手入れ改善にかかる商品を中心

に，家庭用品，園芸用品，電気機械器具，家具・収納
用品，建築材料などの住関連商品を総合的，系統的
に品揃えし，セルフサービス方式により小売りする事
業所で，店舗規模が大きい事業所をいう。
○ホームセンター
×ワンプライスショップ（販売する商品によって分類さ
れる）［6091を除く56～60］；ディスカウントショップ（販売
する商品によって分類される）［6091を除く56～60］；ド
ラッグストア［6031］；コンビニエンスストア（飲食料品を
中心とするもの）［5891］

6091 たばこ・喫煙具専門小売業
専らたばこ及び喫煙具を小売する事業所をいう。
なお，たばこ及び喫煙具の小売と他の商品の小売を

兼ねている事業所については，他の商品によって分類
される。
○たばこ・喫煙具専門小売店

6092 たばこ・喫煙具専門小売業
専らたばこ及び喫煙具を小売する事業所をいう。
なお，たばこ及び喫煙具の小売と他の商品の小売を

兼ねている事業所については，他の商品によって分類
される。
○たばこ・喫煙具専門小売店

細分類番号変更のため

6092 花・植木小売業
主として花及び植木を小売する事業所をいう。
主として造花を小売する事業所は細分類6099に分類

される。
○花屋；切花小売業；フローリスト；植木小売業；盆栽
小売業
×造花小売業［6099］；苗木小売業［6042］

6093 花・植木小売業
主として花及び植木を小売する事業所をいう。
主として造花を小売する事業所は細分類6099に分類

される。
○花屋；切花小売業；フローリスト；植木小売業；盆栽
小売業
×造花小売業［6099］；苗木小売業［6042］

細分類番号変更のため

6093 建築材料小売業
主として木材，セメント，板ガラスなどの建築材料を

小売する事業所をいう。
○木材小売業；セメント小売業；板ガラス小売業；ブロッ
ク小売業；プラスチック建材小売業
×金物小売業（くぎ，ボルトなど）［6021］

6094 建築材料小売業
主として木材，セメント，板ガラスなどの建築材料を

小売する事業所をいう。
○木材小売業；セメント小売業；板ガラス小売業；ブロッ
ク小売業；プラスチック建材小売業
×金物小売業（くぎ，ボルトなど）［6021］

細分類番号変更のため

6094 ジュエリー製品小売業
主として金・銀加工製品及び宝石類を小売する事業

所をいう。
ただし，貴金属製食器を小売する事業所は小分類

602［6029］に分類される。
○宝石小売業；金製品小売業；銀製品小売業；白金製
品小売業；装身具小売業（貴金属製のもの）
×金・銀・白金地金小売業［6099］；装身具小売業（貴
金属製を除く）［5793］；貴金属製食器小売業［6029］

6095 ジュエリー製品小売業
主として金・銀加工製品及び宝石類を小売する事業

所をいう。
ただし，貴金属製食器を小売する事業所は小分類

602［6029］に分類される。
○宝石小売業；金製品小売業；銀製品小売業；白金製
品小売業；装身具小売業（貴金属製のもの）
×金・銀・白金地金小売業［6099］；装身具小売業（貴
金属製を除く）［5793］；貴金属製食器小売業［6029］

細分類番号変更のため
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日 本 標 準 産 業 分 類 第 １３ 回 改 定 案 （Ｉ－卸売業，小売業）

改 定 理 由改 定 素 案 現 行（ 第１３回 改定 ）
6095 ペット・ペット用品小売業

主として犬，猫，小鳥，熱帯魚などのペット及びペット
フード，ペット用品を小売する事業所をいう。
○ペットショップ；愛がん用動物小売業；観賞用魚小売
業；ペットフード小売業

6096 ペット・ペット用品小売業
主として犬，猫，小鳥，熱帯魚などのペット及びペット

フード，ペット用品を小売する事業所をいう。
○ペットショップ；愛がん用動物小売業；観賞用魚小売
業；ペットフード小売業

細分類番号変更のため

6096 骨とう品小売業
主として骨とう品を小売する事業所をいう。

○骨とう品小売業

6097 骨とう品小売業
主として骨とう品を小売する事業所をいう。

○骨とう品小売業 細分類番号変更のため

6097 中古品小売業（骨とう品を除く）
主として中古の衣服，家具，楽器，運動用品，靴など

他に分類されない中古品を小売する事業所をいう。
○中古衣服小売業；古道具小売業；中古家具小売業；
古建具小売業；古楽器小売業；古写真機小売業；古運
動具小売業；中古靴小売業；古レコード小売業；中古Ｃ
Ｄ小売業；中古ゲーム用ソフト小売業；リサイクルショッ
プ（中古電気製品小売業，古本屋を除く）
×くず物回収業［5369］；中古自動車小売業［5912］；中
古自転車小売業［5921］；中古電気機械器具小売業
［5933］；中古電気事務機械器具小売業［5933］；古本
屋［6062］；中古荷車小売業［6099］；絵画小売業
［6099］；古切手・古銭小売業［6099］

6098 中古品小売業（骨とう品を除く）
主として中古の衣服，家具，楽器，運動用品，靴など

他に分類されない中古品を小売する事業所をいう。
○中古衣服小売業；古道具小売業；中古家具小売業；
古建具小売業；古楽器小売業；古写真機小売業；古運
動具小売業；中古靴小売業；古レコード小売業；中古Ｃ
Ｄ小売業；中古ゲーム用ソフト小売業；リサイクルショッ
プ（中古電気製品小売業，古本屋を除く）
×くず物回収業［5369］；中古自動車小売業［5912］；中
古自転車小売業［5921］；中古電気機械器具小売業
［5933］；中古電気事務機械器具小売業［5933］；古本
屋［6062］；中古荷車小売業［6099］；絵画小売業
［6099］；古切手・古銭小売業［6099］

細分類番号変更のため

6099 他に分類されないその他の小売業
主として他に分類されないその他の商品を小売する

事業所をいう。
○美術品小売業（骨とう品を除く）；名刺小売業；印章
小売業；印判小売業；帆布小売業；造花小売業；標本
小売業；旗ざお・物干しざお小売業；碑石・墓石小売
業；石工業（個人の注文によって彫刻，仕上げを行い
販売するもの）；荷車小売業（中古品を含む）；古切手
小売業；郵趣品（記念切手類・同収集品）小売業；古銭
小売業；教育用磁気テープ小売業；合成洗剤小売業；
石けん小売業（化粧，洗顔，薬用以外のもの）；ＣＤ，Ｄ
ＶＤ，ブルーレイディスク小売業（記録済みで音楽用以
外のもの）；絵画小売業；金・銀・白金地金小売業；録画
テープ小売業（記録済みのもの）
×装身具小売業（貴金属製を除く）［5793］；装身具小
売業（貴金属製のもの）［6094］；石けん小売業（化粧，
洗顔，薬用のもの）［6033］

6099 他に分類されないその他の小売業
主として他に分類されないその他の商品を小売する

事業所をいう。
○美術品小売業（骨とう品を除く）；名刺小売業；印章
小売業；印判小売業；帆布小売業；造花小売業；標本
小売業；旗ざお・物干しざお小売業；碑石・墓石小売
業；石工業（個人の注文によって彫刻，仕上げを行い
販売するもの）；荷車小売業（中古品を含む）；古切手
小売業；郵趣品（記念切手類・同収集品）小売業；古銭
小売業；教育用磁気テープ小売業；合成洗剤小売業；
石けん小売業（化粧，洗顔，薬用以外のもの）；ＣＤ，Ｄ
ＶＤ，ブルーレイディスク小売業（記録済みで音楽用以
外のもの）；絵画小売業；金・銀・白金地金小売業；録画
テープ小売業（記録済みのもの）
×装身具小売業（貴金属製を除く）［5793］；装身具小
売業（貴金属製のもの）［6095］；石けん小売業（化粧，
洗顔，薬用のもの）［6034］
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